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瓜連支所の組織配置再編に関する基本方針に係るスケジュールの見直し 

 

令和６年３月に策定した「瓜連支所の組織配置再編に関する基本方針」について、

現状を踏まえ、スケジュールの見直しを行いました。 

 

１ 瓜連支所の組織配置再編に関する基本的な考え方 ※見直し後の想定スケジュールに修正 
 

方針１ 

公民館とコミュニティセンターとの類似用途を整理し、中央公民館の改修に

あわせて市役所分庁舎としての用途を追加する。 

・令和７９年度末までを移行期間とし、中央公民館の利用団体（者）の現在

行っている活動がコミュニティセンターにおいても同じように継続できる

ことを確認します。 

・公民館とコミュニティセンターの位置づけは変更しません。 

・公共施設等マネジメント計画の推進方針に基づき、両施設で重複している講

座室、和室等の類似する機能を整理し、施設総量の抑制を図ります。 

・市役所分庁舎の会議室は、互いに支障を及ぼさないよう運用を明確にして

共用化を図ります。 
 

方針２ 

中央公民館建屋を改修し、瓜連支所庁舎に配置している上下水道部と教育委

員会の行政事務室を移設する。 

・令和 1112年４月に上下水道部と教育委員会の行政事務室を移設します。 

・令和８10 年度から 1011 年度に行う施設の長寿命化大規模改修と並行して、

行政事務室への改修を行います。 
 

方針３ 

支所窓口は、瓜連支所庁舎の利活用の検討状況に応じて総合センターらぽー

るへ移設する。 

・総合センターらぽーるへ移設の場合、その時期は令和 1112 年４月とします。 

・移設するにあたっては、併せて市民の利便性向上や業務の効率化につなが

るよう、窓口のＤＸ推進を図ります。 
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方針４ 

瓜連支所庁舎（分庁舎含む）の在り方を検討する。 

・令和 1112 年４月の行政機能の移設にあわせて、庁舎としての施設の用途を

廃止します。 

・用途廃止後の方向性については、地域住民を交え、地域の活性化につなが

るよう幅広く検討します。 

・瓜連支所庁舎及び分庁舎内にある瓜連郵便局、那珂地区保護司会、那珂市

社会福祉協議会及び那珂医師会とは検討状況に応じて移転等の協議を進め

ます。 

 

２ 想定スケジュール 

瓜連支所の組織配置再編については、概ね以下のスケジュールを想定しています。 

令和６年度～ 瓜連支所庁舎及び分庁舎の今後の在り方検討 

令和６年度～令和９年度 公民館とコミュニティセンターとの類似用途の整理 

 （利用団体との調整・協議） 

令和８年度 基本設計＜中央公民館＞ 

令和９年度 実施設計＜中央公民館＞ 

令和 10年度～令和 11年度 改修工事＜中央公民館＞ 

令和 12 年４月 （検討状況に応じた）支所窓口の移設 

令和 12 年４月 上下水道部と教育委員会の移設 
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 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10 年度 R11年度 

①中央公民館の長寿

命化大規模改修、行

政事務室への改修 

 
     

②公民館とコミセン

との類似用途の整

理 

      

③上下水道部、教育

委員会の移設 
     

 

供用開始 

④支所窓口の移設 
※瓜連支所庁舎利活用の

検討状況に応じて 

     
 

供用開始 

⑤瓜連支所庁舎、分

庁舎の今後の在り

方検討 

      

 
 

 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10 年度 R11年度 R12年度 

①中央公民館の長寿

命化大規模改修、行

政事務室への改修 

 
      

②公民館とコミセン

との類似用途の整

理 

 
      

③上下水道部、教育

委員会の移設※ 

 
     

 

供用開始 

④支所窓口の移設 
※瓜連支所庁舎利活用の

検討状況に応じて 

 
     

 

供用開始 

⑤瓜連支所庁舎、分

庁舎の今後の在り

方検討 

 
      

※上下水道部・教育委員会を中央公民館に配置するよりも、市民にとって利便性やサービスの

向上につながるような配置課がないか検討していく。 

 


